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＜あきぎん＞ビジネスＩＢ「外為取引サービス」利用規定 

 

１ 利用規定の定義 

  ＜あきぎん＞ビジネスＩＢ「外為取引サービス」利用規定（以下、「本規定」といいます。）

は、＜あきぎん＞ビジネスＩＢ（以下、「ビジネスＩＢ」といいます。）をご利用するうえでの

外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人（以下、「契約者」といいます。）

が、ビジネスＩＢ「外為取引サービス」（以下、「本サービス」といいます。）の利用に際しては、

本規定およびビジネスＩＢ利用規定を適用するものとします。 

なお、本規定とビジネスＩＢ利用規定との内容に齟齬がある場合には、本サービスについて

は本規定が優先して適用されるものとします。 

 

２ サービスの内容 

 (1) 本サービスは、契約者がパーソナルコンピュータ等の端末機（以下、「パソコン」といいま 

  す。）により、インターネットを利用して次のサービスを依頼することができるものとします。 

  ａ 外国送金受付サービス 

  ｂ 輸入信用状開設・条件変更受付サービス 

  ｃ 外貨預金振替サービス 

  ｄ 為替予約受付サービス 

  ｅ その他当行が定めるサービス 

 (2) 本サービスの利用にあたっては、ビジネスＩＢの契約または同時申込みを必須とします。 

  ビジネスＩＢが解約された場合は、本サービスも解約されたものとみなします。 

 

２の２ この規定の取引に係る契約の成立 

 (1) 当行は、お客様からこの規定の取引に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾し 

  たときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。 

 (2) 本サービスの利用申込にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令に 

  よる本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に 

  関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したときは申込をお断りする場合があり 

  ます。 

 

３ 利用申込者 

 (1) 本サービスの利用申込者は次の各号すべてに該当する方とします。 

  ａ 法人または個人事業主の方 

  ｂ インターネットに接続できる環境を有する方 

  ｃ 当行本支店に普通預金または当座預金口座をお持ちの方 

  ｄ 本規定の適用に同意した方 

(2) 前 1 項に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項の届出が判明した場合や、

本サービスの利用を当行が不適当と判断した場合には、利用申込みを承諾しない場合があり

ます。 
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４ サービスの利用制限 

 (1) 本サービスの利用できる機器やパソコンのＯＳ・ブラウザのバージョンは、当行所定のも  

  のに限ります。 

 (2) 本サービスの利用日および利用時間は当行が定めた利用日および利用時間内とします。た 

  だし、当行は本サービスの利用日および利用時間を契約者に事前に通知することなく変更す 

  ることがあります。なお、当行の責めによらない事由により、取扱時間中であっても契約者 

  に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。 

 (3) 契約者は指定日当日に本サービスを利用することができます。この場合、契約者はパソコ 

  ンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなること、 

  および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。 

 (4) 契約者は、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。この場 

  合、指定日は当行指定の期間内で当行所定の日付を指定することができます。 

 (5) 本サービスの利用は国内からの利用に限定いたします。契約者が国外から利用した場合の 

  取引結果およびそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません 

 

５ 利用申込 

 (1) 本サービスの申込みは、『＜あきぎん＞ビジネスＩＢ「外為取引サービス」申込書』（以下、 

  「申込書」といいます。）による申込みが必要です。 

 (2) 本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、本規定が適用される 

  ことを承諾したうえで申込書に必要事項を記載し、当行に提出するものとします。 

 (3) 提出された申込書に不備があった場合には、改めて申込書の提出をお願いすることがあり 

  ます。 

 

６ サービス指定口座 

 (1) 本サービスで利用する当行本支店にあるご本人名義の口座（以下、「サービス指定口座」と 

  いいます。）を申込書により届け出ていただきます。 

 (2) お届けいただけるサービス指定口座は、ビジネスＩＢで登録された「代表口座」と同一店 

  内の契約者名義の口座とします。 

 (3) サービス指定口座は、本サービスにおける外国送金代り金および外国送金手数料、輸入信 

  用状開設・条件変更手数料等の決済口座として利用できるものとします。 

 (4) サービス指定口座に登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種 

  目とします。なお、当行はサービス指定口座として登録できる口座数および口座種目を契約 

  者に事前に通知することなく変更する場合があります。 

 

７ 手数料 

 (1) 月間基本手数料 

   本サービスの利用にあたっては、当行所定の月間基本手数料（消費税を含む。）をいただき 

  ます。この場合、月間基本手数料は、ビジネスＩＢで登録された「代表口座」から、毎月分 

  を翌月 10日（休日の場合は翌営業日）に自動的に引落します。 

 (2) 外国送金代り金・外為関連手数料 
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   本サービスにより外国送金および輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、前 1項の 

  月間基本手数料とは別に、外国送金代り金および当行所定の手数料等をいただきます。この 

  場合、事前に登録されたサービス指定口座から自動的に引落します。 

 (3) 手数料の改正 

   当行は、本サービスの月間基本手数料および外為関連手数料を契約者に事前に通知するこ 

  となく変更する場合があります。 

 

８ 依頼内容の確定 

 (1) 本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法 

  により、正確に当行に伝達することで行うものとします。 

 (2) 契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で 

  当該取引の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続きを行うものとし 

  ます。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってくださ 

  い。 

 (3) 契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取 

  引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。 

 

９ 電子メール 

 (1) 本サービスの利用には、電子メールのアドレス登録が必要となります。 

 (2) 当行は、取引結果その他の通知を登録された電子メールアドレスへ送信します。 

 (3) 当行が登録された電子メールアドレスへ送信したうえは、通信障害その他の理由による未 

  着、延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害 

  が発生しても当行は責任を負いません。 

 (4) 登録された電子メールアドレスが契約者の誤った登録により契約者以外のアドレスになっ 

  ていたとしても、それによって発生した損害について当行は責任を負いません。 

 

１０ 外国送金受付サービス 

  (1) 外国送金受付サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、本規定 6「サービ 

   ス指定口座」から外国送金代り金および送金手数料等を引落しのうえ、外国送金の処理を 

   行うサービスです。 

  (2) 当行は、契約者が指定した送金指定日にサービス指定口座から外国送金代り金および送 

   金手数料等を引落し、送金指定日当日または翌営業日に外国送金の対外発電を行うものと 

   します。 

  (3) 外国送金は本規定 8「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が所定の時限に 

   外国送金代り金および送金手数料等を引落した時点で有効な依頼として成立するものとし 

   ます。 

  (4) 契約者は、外国送金実行のために定められた各種法令や慣例に従うほか、別途「外国送 

   金依頼条項」を十分理解したうえで当行に依頼します。 

  (5) 以下の各号に該当する場合は外国送金のお取扱いはできません。なお、そのために生じ 

   た損害について当行は責任を負いません。 



（F811003）                                      23.9 2021.4 4 

   ａ 本サービスが法令等（マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を 

    含みます）や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断し 

    た場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合 

   ｂ 外国為替法上の確認のために必要な書類等が、送金指定日までに提出されない場合 

   ｃ 申込時のお客様名と送金依頼人名義が異なる場合 

   ｄ 外貨金額が確定していない場合 

   ｅ 送金依頼データに不備がある場合 

   ｆ 当行所定の時限までに外国送金代り金および送金手数料等がサービス指定口座から引 

    落しできない場合 

   ｇ サービス指定口座が解約済みの場合 

   ｈ サービス指定口座に支払停止の届出がある場合 

   ｉ 差押等やむを得ない理由により当行が引落しを不適当と認めた場合 

  (6) 適用する為替相場については、次のとおりとします。 

   ａ 直物相場を適用する場合は、送金指定日における当該通貨の当行所定の外国為替相場 

    を適用します。 

   ｂ 契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、送金依頼デ 

    ータに当該為替予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適用します。 

  (7) 契約者は、外国為替法等の各種法令において定められた許可・届出書等や、当行が当該 

   外国送金の確認のために必要と判断した書類の提示、または当局あてに報告書等の提出が 

   必要な場合、送金指定日までに当行あて当該書類等を提出するものとします。 

  (8) 外国送金実行のために利用する他行（以下、「関係銀行」といいます。）の選定ならびに 

   送金経路の選定は、契約者は当行に一任することとします。 

  (9) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただ 

   し、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、当行所定の書面 

   を提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、取組時の送金手数料等 

   は返却しません。 

 (10) 外国送金取組後の組戻し等については次のとおりとします。 

   ａ 契約者が外国送金の組戻しを依頼された場合は、当行所定の書面を提出し、当行所定 

    の手数料等を支払うこととします。 

   ｂ 組戻しを承諾した関係銀行から、当行が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、 

    払戻日における当該通貨の当行所定の外国為替相場により組戻し金額を換算し、当行お 

    よび関係銀行が受け取る手数料等を差し引いた金額を返却することとします。 

 

１１ 輸入信用状開設・条件変更受付サービス 

  (1) 輸入信用状開設・条件変更受付サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、 

   本規定 6「サービス指定口座」から保証料等を引落しのうえ、輸入信用状の開設または条 

   件変更を行うサービスです。 

  (2) 輸入信用状取引は、事前に関連契約書等を取り交わした契約者のみご利用いただくこと 

   ができます。 

  (3) 輸入信用状開設・条件変更サービスにより輸入信用状開設または条件変更を依頼する場 



（F811003）                                      23.9 2021.4 5 

   合、契約者は発行・条件変更希望日の 3銀行営業日前の 21時までに輸入信用状開設・条件 

   変更依頼データを送信することとします。 

  (4) 当行は契約者の依頼にもとづき、当行所定の審査手続きを行います。審査結果が判明し 

   た後に信用状取引の手続きを行いますが、審査結果によっては信用状取引のお取扱いがで 

   きない場合があります。 

  (5) 第 3項にもとづく輸入信用状開設・条件変更依頼データは、本規定 8「依頼内容の確定」 

   により依頼内容が確定し、当行所定の手続きが完了した時点で有効な依頼として成立する 

   ものとします。 

  (6) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただ 

   し、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、当行所定の書面 

   を提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、取組時の保証料等は返 

   却しません。 

  (7) 以下の各号に該当する場合はお取扱いできません。なお、そのために生じた損害につい 

   て当行は責任を負いません。 

   ａ 本サービスが法令等（マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を 

    含みます）や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断し 

    た場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合 

   ｂ 外国為替法上の確認のために必要な書類等が、発行・条件変更日までに提出されない 

    場合 

   ｃ 申込時のお客様名と発行依頼人名義が異なる場合 

   ｄ 外貨金額が確定していない場合 

   ｅ 依頼データに不備がある場合 

   ｆ 当行所定の時限までに保証料等がサービス指定口座から引落しできない場合 

   ｇ サービス指定口座が解約済みの場合 

   ｈ サービス指定口座に支払停止の届出がある場合 

   ｉ 差押等やむを得ない理由により当行が保証料引落しを不適当と認めた場合 

  (8) 本サービスによる輸入信用状開設および条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為 

   替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は同意するも 

   のとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行と取り交わしてい 

   る「銀行取引約定書」、「信用状取引約定書」および「輸入担保荷物保管に関する約定書」 

   の各条項に従うものとします。 

 

１２ 外貨預金振替サービス 

  (1) 外貨預金振替サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき外貨預金振替を行う 

   サービスです。 

  (2) 外貨預金振替は本規定 8「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行所定のすべ 

   ての手続きが完了した時点で外貨預金契約が成立するものとします。 

  (3) 振替を行う支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合貯蓄口座取引規定、 

   当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手 

   等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。 
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  (4) ご利用限度額は当行所定の金額の範囲内とします。契約者は「1日あたりのご利用限度 

   額」および「1回あたりのご利用限度額」を当行所定の方法により、あらかじめ届け出る 

   ものとします。 

  (5) 以下の各号に該当する場合は外貨預金のお取扱いはできません。なお、そのために生じ 

   た損害について当行は責任を負いません。 

   ａ 本サービスが法令等（マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を 

    含みます）や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断し 

    た場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合 

   ｂ 外貨金額が確定していない場合 

   ｃ 振替依頼データに不備がある場合 

   ｄ 当行所定の時限までに振替指定口座から引落しできない場合 

   ｅ 振替指定口座が解約済みの場合 

   ｆ 振替指定口座に支払停止の届出がある場合 

   ｇ 差押等やむを得ない理由により当行が引落しを不適当と認めた場合 

  (6) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないこととし 

   ます。 

 

１３ 為替予約受付サービス 

  (1) 為替予約受付サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき為替予約の締結をす 

   るサービスです。 

  (2) 為替予約取引は、事前に関連契約書等を取り交わした契約者のみご利用いただくことが 

   できます。 

  (3) 当行は契約者の依頼にもとづき、当行所定の方法で計算した取引可能な相場を契約者に 

   提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中 

   止を当行に通知します。 

  (4) 為替予約は本規定 8「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行にて為替予約締 

   結にかかる処理が完了した時点で有効なお取引として成立するものとします。 

  (5) 以下の各号に該当する場合は為替予約のお取扱いはできません。なお、そのために生じ 

   た損害について当行は責任を負いません。 

   ａ 本サービスが法令等（マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を 

    含みます）や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断し 

    たとき、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合 

   ｂ 与信判断等当行の判断により締結を行わないことを決定した場合 

   ｃ サービス指定口座が解約済の場合 

   ｄ サービス指定口座に支払停止の届出がある場合 

   ｅ 為替予約受付サービスの依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合 

   ｆ 為替予約（またはリーブオーダー）の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上 

    限額を超える場合、または当行における処理の関係上、取引の依頼と当行処理のタイム 

    ラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合 

   ｇ 外国為替市場等に急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約受付サービスの停止 
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    を決定した場合 

   ｈ その他、当行が為替予約受付サービスの取扱が適切でないと判断する場合 

  (6) 為替予約受付サービスを利用した為替予約の受渡期間は、当行が定める期間までとしま 

   す。また、為替予約依頼日当日は受渡期間に含めることはできません。 

  (7) 当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約 

   残高合計金額（未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計額。ただし、本規定 14 

   「リーブオーダーサービス」の場合は成立していない取引も成立したものとみなして予約 

   残高合計金額を計算します。）の上限金額を定めることができ、当該上限金額を超えるお取 

   引はできません。また当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。 

  (8) 契約者は、為替予約受付サービスの契約後も電話で為替予約を締結することができます 

   が、電話で締結した為替予約はシステムのデータ反映が遅れることがあります。契約者が、 

   電話で締結した為替予約のデータがシステムに反映される前に、為替予約受付サービスで 

   為替予約締結を行ったことにより、取扱上限額を超過し取消が必要になった場合は、生じ 

   た費用および損失は契約者が負担するものとします。 

  (9) 為替予約取引内容の確認ついては以下のとおりとします。 

   ａ 為替予約受付サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者はパソコ 

    ン上で取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わな 

    かった場合でも、締結した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。 

   ｂ 契約者は、為替予約受付サービスにより為替予約取引を締結した後、取引内容の確認 

    を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合は直ちに当行に連絡するものとし 

    ます。 

   ｃ 為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、 

    契約者の指示にもとづき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行 

    われたものとみなします。 

   ｄ 契約者と当行の間の取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的 

    記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 

 (10) 契約者は、為替予約締結後に当該為替予約取引の内容変更および取消しをできないもの 

   とします。当行がやむを得ないと認めて内容変更および取消を承諾する場合は、当行所定 

   の書面を提出し、発生した費用および損失は契約者が負担するものとします。契約者は為 

   替予約受付サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。 

 (11) 為替予約受付サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第 2条 22項第 1 

   号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者 

   は当行あてに別途差し入れている外国為替予約取引に関する約定書の各条項、および銀行 

   取引約定書の各条項に従うものとします。 

 (12) 為替予約受付サービスで提供される為替予約の締結明細は、情報を提供した時点におけ 

   る最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。 

 

１４ リーブオーダーサービス 

  (1) 為替予約受付サービスのうち、契約者が為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指 

   定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件より為替予約取引を成立させる 
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   ことが可能となったと当行が判断した時点で、当該条件で為替予約取引を締結する方法を 

   リーブオーダーといいます。 

  (2) リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期 

   間までとします。リーブオーダー依頼日当日から預かり期限に指定した日までは受渡期間 

   に含めることはできません。 

  (3) リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引の預かり期限は、依頼日当日の午後 3 

   時または 5営業日後までの午前 9時もしくは午後 3時を指定するものとし、それ以外の預 

   かり期限を指定した場合は当該依頼を無効とし受付いたしません。これにより契約者に何 

   らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。 

  (4) 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して 

   明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取消すことがあります。これによ 

   り契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。 

  (5) リーブオーダーサービスにより契約者が指定した取引条件の変更および撤回は、リーブ 

   オーダーサービスを利用して申し込むことはできません。やむを得ず取引条件の変更また 

   は撤回を行う場合は、当行の営業時間内に、当行がお客様から電話連絡を受付したうえで 

   その手続を行うものとします。お客様が変更または撤回にかかる電話連絡を行った場合で 

   も、当行がこれを受付するまでに変更前もしくは撤回前の条件で為替予約取引が成立した 

   場合は、為替予約取引の条件の変更および撤回を行うことはできません。 

  (6) 契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約の申込みができるかは、当行が独自に 

   判断するものとします。また契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件 

   として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるもの 

   とします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更でき 

   るものとします。 

 

１５ 照会サービス 

  (1) 照会サービスとは、外国送金受付サービス、輸入信用状開設・条件変更受付サービス、 

   外貨預金振替サービスおよび為替予約受付サービスに付随する取引内容、当行所定の業務 

   に関する取引内容を契約者が端末から照会するサービスです。 

  (2) 照会サービスにより照会が可能になる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の 

   後に更新されます。 

 

１６ サービスの追加 

   本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できる 

  ものとします。ただし、当行が特に指定する一部のサービスについてはこの限りではありま 

  せん。 

 

１７ サービスの停止および廃止 

   当行は事前の通知をもって本サービスを停止し、または廃止することができます。ただし、

緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停

止できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービ
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スの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その

他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。 

 

１８ サービス内容・規定の変更 

  (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認 

   められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ 

   とにより、変更できるものとします。 

  (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

１９ 業務委託の承諾 

  (1) 当行は、当行が任意に定める第三者（以下、「委託先」といいます。）に業務の一部を委 

   託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに 

   同意することとします。 

  (2) 当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用・保守等のセン 

   ター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。 

 

２０ 届出事項の変更 

   サービス指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にて直ちに取引店に

お届けください。この届出の前に契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

２１ 免責 

   次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等が発生しても、これによって契約者に

生じた損害について当行は責任を負いません。 

  (1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき 

  (2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、 

   端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき 

  (3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由によるとき 

  (4) 公衆電話回線等の通信経路において盗聴等があったとき 

 

２２ 解約等 

  (1) 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただ 

   し、当行に対する解約通知は当行所定の書面によるものとします。 

  (2) 当行が解約の通知を届出住所あてに発送した場合、その通知が延着し、または到達しな 

   かった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

  (3) 契約者が次のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本 

   サービスを停止し、またはサービスの利用契約を解除できるものとします。なお、これら 

   の措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 

   ａ 支払停止、破産、民事再生手続、会社更生手続等その他手続の申し立てがあったとき 

   ｂ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

   ｃ 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が把 
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    握できないとき 

   ｄ 相続の開始があったとき 

   ｅ 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき 

   ｆ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき 

   ｇ 代表口座が解約されたとき 

   ｈ 契約者が本サービス規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が発 

    生したとき 

   ｉ 本サービスが法令等（マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を 

    含みます）や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断し 

    たとき、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断したとき 

   ｊ 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えな 

    いと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引 

    時確認が必要と当行が判断したとき 

 

２３ 利用規定の適用 

   本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、その他の規定を準用するもの

とします。それらの規定と本規定の内容に齟齬がある場合には、本サービスについては本規

定が優先して適用されるものとします。 

 

２４ 守秘義務 

   契約者および当行は、本サービス利用にともない知り得た情報について第三者に漏洩しな

いよう万全の措置を講じることとし、本サービスの契約終了後も継続するものとします。 

 

２５ 譲渡・質入の禁止 

   本サービス利用にもとづく契約者の権利は、第三者に譲渡・質入することはできません。 

 

２６ 有効期限 

   本サービスの有効期間は契約日から 1年間とします。ただし、契約者または当行からの申 

  し出のない限り、有効期間満了の翌日から 1年間継続されるものとし、継続後も同様としま 

  す。 

 

２７ 準拠法と管轄 

   本規定は日本法を準拠法とします。本サービスに関する訴訟が発生した場合は、当行本店

所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 

以上 


